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島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
原
子
力
規
制
委
員
会
が
職
業
上
の
放
射
線
防
護
の
た
め
の
国
際
基
準
の
和
訳
を
非
公
開
と
し

て
い
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
原
子
力
規
制
委
員
会
が
職
業
上
の
放
射
線
防
護
の
た
め
の
国
際
基
準
の
和
訳
を
非
公
開

と
し
て
い
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
原
子
力
規
制
庁
に
対
す
る
照
会
へ
の
回
答
に
つ
い
て
は
、
本
年
五
月
十
五
日
の
照
会
を
受
け
て
、
事
実
関
係
の

確
認
及
び
提
供
の
可
否
の
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
同
月
二
十
九
日
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一
の
�
、
二
の
�
及
び
三
に
つ
い
て

国
際
原
子
力
機
関
の
刊
行
物
の
訳
文
を
作
成
し
公
開
す
る
場
合
に
は
同
機
関
の
許
諾
を
得
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
旨
は
同

機
関
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
委
託
事
業
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
御
指
摘
の
「
Ｇ
Ｓ
Ｇ－

�
」
（
以
下
「
Ｇ
Ｓ
Ｇ－

�
」
と
い
う
。
）
の
ド
ラ
フ
ト
で
あ
る
「
Ｄ
Ｓ
�
�
�
」
（
以
下
「
Ｄ
Ｓ
�
�
�
」
と
い
う
。
）

の
訳
文
に
つ
い
て
は
、
同
機
関
の
許
諾
を
得
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
提
供
を
差
し
控
え
た
も
の
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
Ｄ
Ｓ
�
�
�
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
と
し
て
、
原
子
力
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
規
制
活
動
等
に
関
す
る
最

新
の
知
見
の
一
つ
で
あ
る
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

一



四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
平
成
二
十
九
年
度
放
射
線
対
策
委
託
費
（
国
際
放
射
線
防
護
調
査
）
事
業
」
に
要
し
た
費
用
は
、
御
指
摘
の

「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
安
全
基
準
文
書
等
の
翻
訳
」
に
係
る
費
用
を
含
め
、
千
七
百
三
十
四
万
五
千
円
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
委
託
事

業
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
Ｄ
Ｓ
�
�
�
の
訳
文
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
お
い
て
、
核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬

の
事
業
に
関
す
る
規
則
等
の
規
定
に
基
づ
く
線
量
限
度
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
十
七
年
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
八

号
）
等
に
よ
る
規
制
の
見
直
し
の
必
要
性
の
有
無
等
を
検
討
す
る
際
の
参
考
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
日
本
政
府
の
代
理
と
し
て
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
国
際
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
は
、
国
際
原
子
力
機
関
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、
我
が
国
の
了
解
の
下
で
、
我
が
国
に
お
い
て
、
同
機
関

と
株
式
会
社
千
代
田
テ
ク
ノ
ル
が
主
催
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
レ
ポ
ー
ト
」
の
記
載
内
容
の
う
ち
、
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
か
ら
刊
行
さ
れ
る
と
同
時
に
和
訳
が
開
始
さ
れ
、
日
本
語

版
と
し
て
発
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
、
原
子
力
規
制

二



委
員
会
に
お
い
て
は
、平
成
二
十
九
年
度
に
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
委
託
事
業
に
よ
り
Ｄ
Ｓ
�
�
�
の
訳
文
を
作
成
し
た
上
、

平
成
三
十
年
度
に
国
際
原
子
力
機
関
に
お
い
て
Ｇ
Ｓ
Ｇ－

�
が
確
定
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
そ
の
訳
文
の
作
成
を
委
託
事

業
に
よ
り
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
同
委
員
会
に
お
い
て
、
Ｇ
Ｓ
Ｇ－

�
の
訳
文
の
公
開
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け

早
く
同
機
関
の
許
諾
を
得
る
べ
く
、
所
要
の
調
整
等
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

三


